
ス
ミ
ガ
マ

す
る
郎
務
。

スマ
ー
ー
ス
ワ

炭
釜

ガス
マン

河
北
郡
金
浦
郷
に
図

就
い
て
は
、
医
長
十
六
年
七
且
及
び
十
七
年
十
且
の

法
令
に
、
『を
ど
り
並
辻
ず
ま
ふ
、
是
亦
停
止
候
。
』
と

あ
る
が
、
禁
止
せ
ら
れ
た
の
は
辻
相
撲
で
、
宮
相
撲

の
如
き
は
固
よ
り
ζ
の
限
b
で
な
か
っ
た
ら
う
。
鐙

の
光
に
限
れ
ば
、
資
郎
以
前
に
於
け
る
小
松
地
方
の

相
即
日
は
、
土
俵
を
設
け
る
こ
と
な
〈
、
服
者
の
輪
を

作
る
聞
に
eX
ち
、
阪
を
閉
め
、
膝
に
手
を
朝
日
き
て
相

封
L
、
一
行
司
の
岡
田
明
を
引
〈
を
待
っ
て
相
捌
っ
た
と

あ
る
。
こ
れ
は
相
即
日
僻
魯
に
、
『
古
訟
は
人
屋
形
と

て
、
相
筏
取
る
べ
き
場
所
、
三
四
聞
も
降
、
問
形
に

人
航
庇
て
、

-h屋
に
抑
込
れ
、
起
錫
ら
ざ
る
を
氏
と

す
。
』
と
い
ふ
方
法
に
等
し
い
が
、
こ
の
頃
か
ら
都
曾

勧
進
相
撲
の
風
に
倣
う
て
土
俵
を
築
〈
こ
と
が
初
っ

た
。
次
い
で
明
和
八
年
鬼
界
島
岩
右
衛
門
・腐

m櫨

八
等
の
来
っ
て
興
行
し
て
か
ら
角
道
大
に
勃
興
L
、

金
期
の
源
氏
騎
虎
之
助
、
訟
任
の
茂
松
叉
古
口
最
も
名

前
〈
、
後
ま
た
設
尾
山
七
郎
右
衛
門
・
三
凶
山
忠
平
・

院
側
平
兵
衛
・
若
披
典
右
衛
門
・大
波
野
助
・山地
ぷ
廿
太

兵
衛
・油
田
川
安
兵
衛
・納
の
梅
m
T
兵
衛
・七
神間太
助
・

友
見
附
平
左
衛
門
・
常
熊
川
町
町
三
郎
・
開
川
了
助
・白

川
松
之
助
等
や
-
出
し
、
安
永
・
天
明
に
亙
る
地
方
角

界
の
最
柑
眠
時
畿
を
刷
出
出
し
た
。

ス
マ
フ
チ
ョ
ウ
相
撲
町

金
柑
仰
の
都
町
名
。
御

相
撲
町
と
も
呼
ん
だ
。
前
回
利
治
相
漢
の
者
を
多
く

召
抱
へ
ら
れ
、
居
邸
を
此
の
地
に
賜
は
っ
た
般
に
鰐

し
た
と
い
は
れ
る。

ス
Z
H胃
h
F
-
7
9
ガ

ン

墨

形
落
雁

金
保
に
箆
す

る
長
方
形
の
古
川
肱
千
一
一
民
子
。
禁
裂
に
献
納
し
た
か
ら

御
所
wm
肱
と
も
い
ひ
‘
叉
円
曲
目
で
長
生
般
の
字
続
を

表
而
に
浮
彫
と
し
て
あ
る
の
で
、
銭
形
w
m
m
と
も
糾

し
た
。

然
れ
ば
こ
の
附
五
が
古
へ
の
住
吉
口
前
で
あ
ら
う
と
記

す
る。

ス
Z
J
Z
ヤ
ウ
ヂ

山民
宮
氏

加
賀
の
刀
工
鍛
春

及
び
粂
則
の
二
系
は
、
共
に
炭
宮
氏
を
抑
制
し
、
そ
の

作
を
炭
宮
物
と
い
は
れ
る
。

ス
Z
J
Z
ヤ
ガ
ハ

山官
官
川

金
保
鬼
川
の
末
で
、

今
は
す
ど
め
川
と
呼
び
絞
っ
て
ゐ
る
。

ス
Z
ヨ
シ

佳

吉

石

川
市
犯
撚
庇
に
邸
す
る
部

昨日。

ス
Z
ヨ
シ
ジ
ン
ジ
ヤ
住
吉
神
社

臨
苦
心
部
輪
島

の
胤
黒
町
に
鎮
座
す
る
。
能
積
名
跡
志
に
、『
臥
荒
剛

氏
宮
は
住
吉岡大
開
制
と
て
町
中
に
在
ふ
り
。
一
郷
の
宗

枇
に
て
、
前
中
軸
凶
引
氏
也
。
祭
膿
三
月
六
日
。
中
段

村
多
門
天
宮
へ
御
幸
あ
り
。
』
と
あ
る
。

ス
ミ
ヨ
シ
ハ
マ
佳
吉
涜

l
ス
ミ

ヨ
シ
ジ
ン
ジ

ヤ
住
吉
口
耐
祉
〈
能
楽
〉
。

ス
ミ
ヨ
シ
ヤ
ソ
ジ
ヤ
ク

住
吉
屋
楚
雀

金
碍
の

釧
人
。
沼
裕
次
郎
右
衛
門
。
希
凶
の
門
に
思
び
、
防

民
札
管
制
問
竹
路
と
も
水
谷
苧
と
も
い
う
た
。
姿
水
の
三

州
奇
談
は
鐙
彼
の
稲
本
を
も
と
-
h

し
た
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
。
ま
た
制
恕
北
の
椛
の
編
引
誌
が
あ
る
。

ス
ヤ
ゴ
ン
シ
チ
酢
屋
櫨
七

段
長
六
年
前
倒
利

市
夫
人
が
江
戸
か
ら
来
線
し
た
時
、
幼
年
で
あ
っ
た

の
で
、
道
巾
の
興
を
添
へ
る
錦
従
行
し
た
も
の
。
三

市山
間
部
に
、
『徳
川
二
代
将
軍
努
忠
公
の
剣
君
、
い
ま

だ
幼
少
に
ま

L
/
¥し
と
い
へ
ど
も
、
利
光
卿

(
利

。
問
〉
へ
御
線
組
あ
り
と
て
金
探
へ
御
入
興
、山
師
次
中
の

御
一
貯
と
て
、
酢
箆
の
秘
七
銀
の
'X
烏
桁
子
に
朱
の
丸

付
け
て
、直
ポ
-の
袋
市
民
に
て
、御
輿
の
先
に
印
刷
を
ふ
り

制
狂
言
を
い
た

L
、
其
の
聞
に
は
小
欲
の
上
手
に
歌

う
た
は
せ
、
諸
裂
を
つ
〈

L
金
源
へ
入
ら
せ
ら
る
。
』

と
あ
る
。

子
孫
間
々
部
屋
根
七
と
い
ひ
、
天
保

・
弘

化
の
頃
は
町
曾
所
の
肝
煎
役
を
つ
と
め
、
そ
の
居
地

に
椛
七
e
詮
の
名
を
泊
し
た
。

ス
ル
ガ
チ
ョ
ウ

駿
河
町

金
保
の
山
田
町
名
o
完

街
聞
の
遜
で
、
昔
小
物
駿
測
の
尉
邸
が
あ
っ
た
弘
め

の
稿
と
い
ふ
。

ス
ロ
イ
ス

利
闘
一
等
協
殴
ベ
イ
・
ァ
・
7
4

ロ
イ
ス

は
、
明
治
=
一年
侃
掌
単
耐
の
滞
献
中
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
に
於
い
て
、
山内れ岡聡
誠
蜘
…
川
・武
谷
俊
三
間
剛
雌
入
・
・

ス
Z
ヨ
シ
イ
ハ
信
吉

岩

石

川
部
白
山

門部古
川

名
〉
な
る
歌
占
の
稲
附
近
に
あ
っ
た
澗
宮
は
、
佐
官

四
榊
を
祭
耐
と
し
た
。
そ
の
祉
制
や
与
可
住
吉
田
と
い

ひ
、
そ
こ
に
あ
る
大
石
を
住
吉
岩
と
い
ふ。

ス
ミ
ヨ
シ
ガ
ハ
住
吉
川

l
ピ
ラ
ガ
ハ

比
良

川
け
。

ス
ミ
ヨ
シ
シ
ヤ
信
吉
社

石
川
郡
野
々
市
に
銀

座
す
る
。
大
莱
寺
が
こ
の
地
に
在
っ
た
時
の
鋲
守
で
、

保
年
正
且
同
寺
の
和
問
が
来
り
、
餅
撒
脅
す
る
例
で

あ
っ
た
と
勉
賂
杷
に
白
い
て
ゐ
る
。
枇
地
に
銀
杏
の

古
木
が
あ
る
。
高
さ
こ
こ
米
。
倭
部
三
才
別
府
U

に
、

『
野
々
市
有
=
大
木
鋭
杏
側
ぺ
』
と
い
ふ
も
の

印
ち
是

で
あ
る
。
木
村
九
左
衛
門
学
信
の
孫
棋
で
あ
る
と
言

は
れ
る。

ス
Z
ヨ
シ
シ
ヤ
リ
ヨ
ウ
住
吉
社
領
加
賀
凶
有

路
庄
が
、
価
格
の
住
吉
社
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
延

徳
二
年
七
月
の
文
忠
に
見
え
る
。

ス
ミ
ヨ
シ
ジ
ン
ジ
ヤ
信
吉
神

社

能

業
部
安
宅

に
鎮
座
す
る
。
源
平
服
装
記
に
、『
務
永
二
年
五
且
平

家
は
越
前
凶
を
打
随
へ

、
加
賀
川
間
へ
乱
入
す

o
m氏

は
篠
原
に
減
郊
を
情
へ
て
有
り
け
れ
ど
も
、
地
へ
ず

し
て
安
宅
波
・住
吉
川
出
に
引
退
い
て
附
青
取
ろ
。
』
と

見
え
る
住
吉
抽
出
の
相
聞
社
で
、
文
化
三
年
の
同
来
杷
に

治
勝
二
年
の
草
創
と
朝
日
し
て
ゐ
る
。
組
殺
到
三
州
芯

に
、
安
宅
に
今
一
一
ヲ
掌
と
脱
す
る
住
吉
社
が
あ
b
、制

名
帳
に
は
載
せ
ぬ
が
九
百
年
に
及
ぶ
と
い
は
れ
る
。

四
五
四

前
戸
前
右
衛
門
の
立
品
目
に
よ
り
、
金
剛
附
掛
川
へ
三
年
版

聴
の
契
約
を
な
し
た
も
の
で
、
月
給
は
鐙
商
牙
銀
四

百
山
内
に
椙
笛
す
る
邦
銀
と

L
、
依
行
支
度
金
と
し
て

そ
の
一
一
今
月
分
を
前
借
し
、
政
強
は
位
協
七
百
殉
を

支
給

L
、
住
宅
を
貸
奥
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
四

年
三
且
ス
ロ
イ
ス
者
任
L
、
大
手
町
寺
四
氏
の
萄
邸

に
入
旬
、次
い
で
域
内
玉
川
棋
院
丸
に
居
館
を
剛
到
し
て
、

臨
思
簡
の
敬
附
と
な
っ
た
が
、
五
年
二
且
に
定
。
敬

授
科
目
が
過
多
で
あ
る
と
の
理
由
を
以
て
、
就
脆
の

時
に
棚
り
市
民
に
二
百
掬
を

加
俸
す
石
こ
と
与
な
っ

た
。
皆
同
イ
簡
は
五
年
四
月
隠
せ
ら
れ
、
有
志
の
協
力

に
よ
っ
て
紺
持
す
る
金
部
病
院
に
な
っ
た
が
、
ス
ロ

イ
ス
は
向
七
年
九
且
に
烹
る
ま
で
在
勤
し
た。

ス
ワ
イ
ギ
ン
す
わ
ゐ
銀

J
ギ
ン
ズ
ワ
イ

銀

h
e

。
ι官
ι

ス
ワ
ジ
ン
ジ
ヤ

諏
訪
紳
枇

金
制
仲
野
山
寺
町
に

銀
陛
L
、
も
と
は
敵
肪
八
怖
と
呼
ん
だ
。
点
。
平
二
年

の
陶
楽
町
町
に
、
前
凶
利
治
の
時
野
村
宗
一
間
(
鼠
猶
U

・

大
平
右
京
が
市
上
げ
て
、
御
限
の
祈
踏
の
お
に
之
常

建
放
し
た
と
あ
っ
て
、
二
人
は
悶
悶
顕
で
あ
っ
た
。

も
と
提
言
宗
理
務
院
が
別
慣
と
し
て
容
認
し
て
ゐ
た

が
、
明
治
元
年
制
仰
混
請
を
禁
止
せ
ら
れ
た
後
、
武

闘
監
物
と
改
稿
し
て
制
限
と
な
り
、
制
蹴
ぞ
敵
紡
品
川

祉
と
務
し
た
。

ス
ワ
ノ

諏
訪
野

石

川

郡
野
々
市
に
在
っ
た。

宮
地
論
長
官
千
二
年
高
尾
城
攻
の
僚
に
、
『創
白
山
の

衆
徒
愈
越
し
け
る
は
、
同
巾
の
大
事
是
に
す
ぐ
べ
か

ら
ず
。
い
ざ
合
力
せ
ん
と
県
勢
二
千
除
人
諏
訪
日
に

陣
ど
る
。
』
ま
た
、
『
能
楽
郡
の
軍
兵
宇

-m目
的
削
守

を
大
将
と
し
て
京
千
除
騎
、
布
市
撤
防
，
森
に
附
仰
を

と
る
0
』
と
あ
り
。
石
川
紡
古
聯
犯
に
は
岱
概
似
を
去

る
こ
と
南
行
千
百
七
十
七
武
諏
訪
野
に
甲
山
る
と
い
ふ

も
の
是
で
あ
る
。


